
 第  号議案

  職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。

  平成３０年２月２３日

                   品川区長  濱  野   健  

   職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

 職員の退職手当に関する条例（昭和３２年品川区条例第２号）の一部を次の

ように改正する。

 第５条第１項中「退職した者」の次に「（第１６条第１項各号に掲げる者を含

む。）」を加え、同項第２号中「１００分の１１５」を「１００分の１０７」に

改め、同項第３号中「１００分の１５５」を「１００分の１５３」に改め、同

項第４号中「１００分の２１０」を「１００分の２００」に改め、同項第５号

中「１００分の１４０」を「１００分の１３４」に改め、同項第６号中「１０

０分の１０５」を「１００分の１０１」に改め、同条第２項中「４１．２５」

を「３９．７５」に改める。

 第６条第１項第１号中「１００分の８５」を「１００分の８３」に改め、同

項第２号中「１００分の１６５」を「１００分の１５７」に改め、同項第３号

中「１００分の１７５」を「１００分の１６８」に改め、同項第４号中「１０

０分の１６０」を「１００分の１５４」に改め、同項第５号中「１００分の９

０」を「１００分の８９」に改め、同条第２項中「４９．５５」を「４７．７」

に改める。

 第７条の４第２項中「第１６条もしくは」を「第１６条第１項または」に改
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め、「支給を受けなかつたことまたは第１８条第２項の規定により一般の退職手

当等の」を削る。

 第１０条第１項第１号中「４０２」を「４００」に改め、同項第２号中「３

３５」を「３００」に改め、同項第３号中「２６８」を「２１５」に改め、同

項第４号中「２０７」を「１９０」に改め、同項第５号中「１８５」を「１７

０」に改め、同項第６号中「１６８」を「１４８」に改め、同項第７号中「１

４６」を「零」に改め、同項第８号を削る。

 第１１条第３項中「第１６条各号」を「第１６条第１項各号」に改める。

 第１６条中「当該退職をした者」の次に「（当該退職をした者が死亡したとき

は、当該退職に係る一般の退職手当等の支払を受ける権利を承継した者）」を加

え、「当該一般の」を「当該退職をした者が占めていた職の職務および責任、当

該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行つた非違の内容および程

度、当該非違に至つた経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当

該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度ならびに当該非違が公務に対する信頼

に及ぼす影響を勘案して、当該一般の」に改め、「全部」の次に「または一部」

を、「支給しない」の次に「こととする処分を行うことができる」を加え、同条

に次の２項を加える。

２ 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付

記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければなら

ない。

３ 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処

分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を当該退職手当



管理機関に係る事務所の掲示場に掲示すること等をもつて通知に代えるこ

とができる。この場合においては、その掲示した日から起算して２週間を経

過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

 第１７条第５項第２号および第３号中「次条第２項」を「次条第１項」に改

め、同条第６項中「次条第３項」を「次条第２項」に改め、同条第１０項を次

のように改める。

１０ 前条第２項および第３項の規定は、支払差止処分について準用する。

 第１７条第１１項を削る。

 第１８条第１項中「当該退職をした者が刑事事件（当該退職後に起訴をされ

た場合にあつては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。）に関し当該

退職後に禁錮
こ

以上の刑に処せられたときは、当該退職に係る退職手当管理機関

は、当該退職をした者（当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職

手当等の支払を受ける権利を承継した者）に対し」を「次の各号のいずれかに

該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者（第

１号または第２号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したとき

は、当該一般の退職手当等の支払を受ける権利を承継した者）に対し、第１６

条第１項に規定する事情および同項各号に規定する退職をした場合の一般の退

職手当等の額との権衡を勘案して」に改め、「全部」の次に「または一部」を、

「支給しない」の次に「こととする処分を行うことができる」を加え、同項に

次の各号を加える。

 当該退職をした者が刑事事件（当該退職後に起訴をされた場合にあつて

は、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。）に関し当該退職後に禁



錮
こ

以上の刑に処せられたとき。

 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員

としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第２９条第３項

の規定による懲戒免職処分（以下「再任用職員に対する免職処分」という。）

を受けたとき。

 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者（再任用職員に対する免職

処分の対象となる者を除く。）について、当該退職後に当該一般の退職手当

等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職

等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

 第１８条第２項を削り、同条第３項中「前項第２号」を「前項第３号」に、

「同項」を「第１６条第１項」に改め、同項を同条第２項とし、同条第４項を

削り、同条第５項中「第２項第２号または第３項」を「第１項第３号または前

項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第６項を同条第４項とし、同条第７

項中「前条第１０項および第１１項」を「第１６条第２項および第３項」に、

「第２項および第３項」を「第１項および第２項」に改め、同項を同条第５項

とし、同条第８項中「第２項または第３項」を「第１項または第２項」に改め、

同項を同条第６項とする。

 第１９条第１項中「前条第２項」を「第１６条第１項」に改め、同条第６項

中「第１７条第１０項」を「第１６条第２項」に改める。

 第２０条第１項中「第１８条第２項」を「第１６条第１項」に改め、同条第

２項中「第１７条第１０項」を「第１６条第２項」に改める。

 第２１条第６項中「第１８条第２項」を「第１６条第１項」に改め、同条第



７項中「第１７条第１０項」を「第１６条第２項」に改める。

 第２２条第２項中「第１８条第２項第２号もしくは第３項」を「第１８条第

１項第３号もしくは第２項」に改め、同条第３項中「第１８条第３項」を「第

１８条第２項」に改める。

 付則第８条に見出しとして「（退職手当の調整額に係る経過措置）」を付し、

同条第４項各号列記以外の部分中「平成２５年４月１日」を「平成３０年４月

１日」に、「第１０条第１項第８号」を「第１０条第１項第７号」に、「次の各

号に掲げる退職の日が属する期間に応じ、当該各号に定める」を「６８の」に

改め、「それぞれ」を削り、同項各号を削り、同条第５項中「次の各号に掲げ

る退職の日が属する期間に応じ、当該各号に定める」を「２２の」に改め、「そ

れぞれ」を削り、同項各号を削る。

   付 則

 （施行期日）

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。

 （経過措置）

２ この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例

の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る

退職手当については、なお従前の例による。

 （説明）退職手当の支給率を引き下げるとともに、職員の在職期間における

職務および職責に応じた貢献度をより一層退職手当に反映させるほか、支

給制限制度を見直す必要がある。



第１回定例会　平成30年2月21日　午後1時開議

議事日程（１）

会期の決定について（２月２１日～３月２７日　３５日間）

施政方針説明

代表質問

　　≪休憩　15分≫

②若林ひろき（公明30分）　　③南　恵子（共産30分）

第２ 一般質問

終了予定５：００

本会議運営（案）

第１

①渡部　茂（自・未30分）
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第１回定例会　平成30年2月22日　午前10時開議

議事日程（２）

代表質問

一般質問

①新妻さえ子（公明20分）

②安藤たい作（共産20分）　　③高橋伸明（自・未30分）

本会議運営（案）

終了予定５：００

第１

　　≪休憩　15分≫

一般質問

④石田しんご（民・無30分）

　　≪休憩　昼≫

④松永よしひろ（民・無20分）　　⑤浅野ひろゆき（公明20分）



第１回定例会　平成30年2月23日　午前10時開議

第１ 一般質問 ⑥高橋しんじ（無所属20分）

第２ 第10号議案

第３ 第11号議案

第４ 第12号議案

第５ 第13号議案

第６ 第14号議案
区民委員会付託

第７ 第15号議案

第８ 第16号議案

第９ 第17号議案

第１０ 第18号議案

第１１ 第19号議案

第１２ 第20号議案

第１３ 第21号議案

第１４ 第22号議案

第１５ 第23号議案

第１６ 第24号議案

第１７ 第25号議案

第１８ 第26号議案

第１９ 第27号議案

第２０ 第28号議案

第２１ 第29号議案

第２２ 第30号議案

第２３ 第31号議案

第２４ 第32号議案

第２５ 第33号議案

第２６ 第34号議案

第２７ 第35号議案

第２８ 第36号議案

本会議運営（案）

議事日程（３）

31件一括
議題

副区長説明

品川区職員定数条例の一部を改正する条例

総務委員会付託

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例

品川介護福祉専門学校修学資金貸付条例の一部を改正する条例

厚生委員会付託

品川区立高齢者住宅条例の一部を改正する条例

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び
児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関
する条例

品川区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

品川区中小企業事業資金融資あつ旋条例の一部を改正する条例

品川区奨学金貸付条例の一部を改正する条例

文教委員会付託

品川区私立認定こども園、私立幼稚園および特定地域型保育事業の
利用者負担額に関する条例の一部を改正する条例

品川区介護保険制度に関する条例の一部を改正する条例

品川区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営の基
準等に関する条例の一部を改正する条例

品川区立高齢者多世代交流支援施設条例の一部を改正する条例

品川区立就学前乳幼児教育施設条例の一部を改正する条例

品川区保育の実施等に関する条例の一部を改正する条例

品川区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備および
運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた
めの効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条
例
品川区指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならびに指定介
護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等
に関する条例の一部を改正する条例

品川区指定居宅介護支援等の事業の人員および運営の基準等に関す
る条例

品川区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例

品川区営住宅条例の一部を改正する条例

建設委員会付託

品川区立区民住宅条例の一部を改正する条例

品川区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一
部を改正する条例

品川区立幼稚園条例の一部を改正する条例

文教委員会付託幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

品川区手数料条例の一部を改正する条例
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第２９ 第37号議案
総務委員会付託

第３０ 第38号議案 厚生委員会付託

第３１ 第39号議案

第３２ 第40号議案

第３３ 第1号議案

第３４ 第2号議案

第３５ 第3号議案

第３６ 第4号議案

第３７ 第5号議案

第３８ 第6号議案

第３９ 第7号議案

第４０ 第8号議案

第４１ 第9号議案

副区長説明
第１ 第41号議案

総務委員会付託

第４２

浜川雨水排水管建設工事その２（浜川公園人孔等整備）請負契約の
変更について

指定管理者の指定について

9件一括
議題

副区長説明

平成２９年度品川区一般会計補正予算

予算特別委員会
付託

平成２９年度品川区国民健康保険事業会計補正予算

平成２９年度品川区後期高齢者医療特別会計補正予算

平成２９年度品川区介護保険特別会計補正予算

平成３０年度品川区一般会計予算

東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について

文教委員会付託

指定管理者の指定について
副区長説明

終了予定１２：００

議事日程（３）

追加議事日程

職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

平成３０年度品川区国民健康保険事業会計予算

平成３０年度品川区後期高齢者医療特別会計予算

平成３０年度品川区介護保険特別会計予算

平成３０年度品川区災害復旧特別会計予算

　①動議により予算特別委員会設置
　②議案を付託
　③名簿により委員を選任
　④本会議を休憩し、委員会を開催
　　≪予算特別委員会正副委員長互選≫
　⑤本会議を再開し、互選結果を報告

請願・陳情の付託 請願１１件（総１･厚２･建３･文１･行２･オリ２）
陳情　３件（厚２・行１）
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議 事 日 程 （１）

第１回定例会  平成３０年２月２１日  午後１時開議

第１  会 期 の 決 定 に つ い て

第２  一 般 質 問
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議 事 日 程 （２）

第１回定例会  平成３０年２月２２日  午前１０時開議

第１  一 般 質 問
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議 事 日 程 （３）

第１回定例会  平成３０年２月２３日  午前１０時開議

第 １ 一 般 質 問   

第 ２ 第１０号議案 品川区職員定数条例の一部を改正する条例 

第 ３ 第１１号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

第 ４ 第１２号議案 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

第 ５ 第１３号議案 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例 

第 ６ 第１４号議案 品川区中小企業事業資金融資あつ旋条例の一部を改正する条例 

第 ７ 第１５号議案 品川区奨学金貸付条例の一部を改正する条例 

第 ８ 第１６号議案 品川区立就学前乳幼児教育施設条例の一部を改正する条例 

第 ９ 第１７号議案 品川区保育の実施等に関する条例の一部を改正する条例 

第 10 第１８号議案 品川区私立認定こども園、私立幼稚園および特定地域型保育事業の

利用者負担額に関する条例の一部を改正する条例 

第 11 第１９号議案 品川介護福祉専門学校修学資金貸付条例の一部を改正する条例 

第 12 第２０号議案 品川区介護保険制度に関する条例の一部を改正する条例 

第 13 第２１号議案 品川区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営の基

準等に関する条例の一部を改正する条例 

第 14 第２２号議案 品川区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備および

運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防の

ための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正す

る条例 

第 15 第２３号議案 品川区指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならびに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基

準等に関する条例の一部を改正する条例 

資料№５



第 16 第２４号議案 品川区指定居宅介護支援等の事業の人員および運営の基準等に関

する条例 

第 17 第２５号議案 品川区立高齢者多世代交流支援施設条例の一部を改正する条例 

第 18 第２６号議案 品川区立高齢者住宅条例の一部を改正する条例 

第 19 第２７号議案 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及

び児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理

に関する条例 

第 20 第２８号議案 品川区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

第 21 第２９号議案 品川区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例 

第 22 第３０号議案 品川区営住宅条例の一部を改正する条例 

第 23 第３１号議案 品川区立区民住宅条例の一部を改正する条例 

第 24 第３２号議案 品川区手数料条例の一部を改正する条例 

第 25 第３３号議案 品川区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の

一部を改正する条例 

第 26 第３４号議案 品川区立幼稚園条例の一部を改正する条例 

第 27 第３５号議案 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

第 28 第３６号議案 学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

第 29 第３７号議案 浜川雨水排水管建設工事その２（浜川公園人孔等整備）請負契約の

変更について 

第 30 第３８号議案 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

第 31 第３９号議案 指定管理者の指定について 

第 32 第４０号議案 指定管理者の指定について 



第 33 第１号議案 平成２９年度品川区一般会計補正予算 

第 34 第２号議案 平成２９年度品川区国民健康保険事業会計補正予算 

第 35 第３号議案 平成２９年度品川区後期高齢者医療特別会計補正予算 

第 36 第４号議案 平成２９年度品川区介護保険特別会計補正予算 

第 37 第５号議案 平成３０年度品川区一般会計予算 

第 38 第６号議案 平成３０年度品川区国民健康保険事業会計予算 

第 39 第７号議案 平成３０年度品川区後期高齢者医療特別会計予算 

第 40 第８号議案 平成３０年度品川区介護保険特別会計予算 

第 41 第９号議案 平成３０年度品川区災害復旧特別会計予算 

第 42 請願・陳情の付託 



追 加 議 事 日 程

第 １ 回 定 例 会   平成３０年２月２３日

第１ 第４１号議案  職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

資料№６


